
10
月
は
３
R(

ス
リ
ー

ア
ー
ル)

推
進
月
間

　

３
R
と
は
、
次
の
３
つ
の
語

の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
す
。

・
ご
み
を
減
ら
す
Ｒ
ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ

(

リ
デ
ュ
ー
ス)

・
再
使
用
Ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｅ(
リ
ユ
ー
ス)

・
再
生
利
用
Ｒ
ｅ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｅ

(

リ
サ
イ
ク
ル)

　

毎
年
10
月
は
環
境
省
が
定
め

る
「
３
R
推
進
月
間
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
資
源
消
費
や

環
境
負
荷
の
少
な
い
循
環
型
社

会
の
た
め
に
、
限
り
あ
る
資
源

の
大
切
さ
を
改
め
て
認
識
し
、

「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
は
な
く
水

筒
を
持
ち
歩
く
」
「
買
い
物
に

は
エ
コ
バ
ッ
ク
を
持
っ
て
い

く
」
な
ど
、
環
境
の
た
め
に
私

た
ち
が
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
課

☎
53
・
１
０
６
３

10
月
は
食
品
ロ
ス
削
減
月
間

　

日
本
で
は
、
ま
だ
食
べ
ら
れ

る
の
に
廃
棄
さ
れ
る
食
品
、
い

わ
ゆ
る
『
食
品
ロ
ス
』
は
年
間

４
７
２
万
ト
ン
で
す
。
こ
れ
は
、

毎
日
１
人
当
た
り

お
茶
碗
約
１

杯
分
の
食
材
を
無
駄
に
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
食
品
ロ

ス
削
減
推
進
法
で
は
、
10
月
を

「
食
品
ロ
ス
削
減
月
間
」
と
し
、

同
月
30
日
を
「
食
品
ロ
ス
削
減

の
日
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
た
め
に

大
切
な
の
は
、
み
ん
な
が
「
も

っ
た
い
な
い
」
を
意
識
し
て
行

動
す
る
こ
と
で
す
。
買
い
物
の

際
は
使
い
切
れ
る
分
だ
け
買
っ

て
食
べ
き
る
等
、
私
た
ち
一
人

ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
か
ら
始

め
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
課

☎
53
・
１
０
６
３

浄
化
槽
の
点
検
・
清
掃

・
検
査
を
お
願
い
し
ま
す

　

毎
年
10
月
１
日
は
浄
化
槽
の

日
で
す
。
浄
化
槽
は
下
水
道
と

同
程
度
の
汚
水
処
理
性
能
を
持

つ
も
の
で
す
が
、
正
し
い
使
い

方
と
適
正
な
維
持
管
理
が
さ
れ

な
い
と
、
本
来
の
機
能
を
十
分

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
保
守
点

検
・
清
掃
・
法
定
検
査
を
し
っ

か
り
行
っ
て
、
美
し
い
自
然
環

境
を
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

◆
保
守
点
検
は
定
期
的
な
実
施

　

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

資
格
が
あ
り
専
門
知
識
を
持

　

つ
業
者
に
委
託
し
ま
し
ょ
う
。

◆
清
掃
は
年
１
回
以
上
の
実
施

　

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
長
の
許
可
を
受
け
た
業
者

　

に
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

◆
法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
の
機

　

能
を
確
認
す
る
大
変
重
要
な

　

検
査
で
す
。
年
１
回
必
ず
指

　

定
検
査
機
関
（
一
般
財
団
法

　

人
高
知
県
環
境
検
査
セ
ン
タ

　

ー　

☎
０
８
８
・
８
６
０
・

　

２
４
０
０
）
の
検
査
を
受
け

　

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
課

☎
53
・
１
０
６
３

事
業
所
ご
み
は
適
正
に

処
理
し
ま
し
ょ
う

　

事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
は
、

事
業
者
自
ら
が
適
正
に
処
理
を

行
う
こ
と
が
、
廃
棄
物
の
処
理

お
よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
な

ど
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

事
業
所
か
ら
出
た
ご
み
を
、
家

庭
用
の
ご
み
集
積
所
に
出
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
事
業
所
」
と
は
、
規
模
や
業

種
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
事
業
活

動
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
言

い
ま
す
。
商
店
や
飲
食
店
、
会

社
、
工
場
、
事
務
所
な
ど
の
営

利
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
だ
け

で
な
く
、
非
営
利
団
体
、
病
院

や
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
含
み
ま
す
。

　

可
燃
ご
み
に
つ
い
て
は
、
業

務
用
指
定
袋
を
使
用
し
て
、
市

が
許
可
し
た
一
般
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
に
収
集
を
委
託
で
き

ま
す
（
有
料
）
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
課

☎
53
・
１
０
６
３

多
子
世
帯
の
保
育
料
軽
減

　

多
子
世
帯
の
子
育
て
の
経
済

的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も

園
・
幼
稚
園
・
届
出
認
可
外
保

育
施
設
等
へ
通
園
す
る
児
童
の

保
護
者
に
対
し
、
保
育
料
を
軽

減
す
る
香
美
市
多
子
世
帯
保
育

料
軽
減
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

【
対
象
】

満
18
歳
に
満
た
な
い
児
童
を
３

人
以
上
扶
養
し
て
い
る
世
帯
で
、

第
３
子
以
降
の
３
歳
未
満
（
申

請
年
度
４
月
１
日
時
点
）
の
児

童
。

【
軽
減
額
】

保
育
園
等
は
無
料
。
届
出
認
可

外
保
育
施
設
は
月
額
５
万
円
ま

で
。
た
だ
し
、
子
育
て
の
た
め

の
施
設
等
利
用
給
付
を
受
給
し

て
い
る
場
合
は
、
月
額
５
万
円

か
ら
当
該
給
付
額
を
差
し
引
い

た
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※

申
請
書
は
教
育
振
興
課
幼
保
支
援

班
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

教
育
振
興
課
幼
保
支
援
班

☎
53

・

１
０
８
８

行
政
に
関
す
る
特
設
相
談
所

　

９
・
10
月
の
行
政
相
談
月
間

に
合
わ
せ
、
特
設
行
政
相
談
所

で
行
政
相
談
委
員
が
相
談
を
受

け
ま
す
。

※

無
料
・
秘
密
厳
守

【
日
時
】

10
月
９
日
（
水
）
10
時
～
15
時

【
場
所
】
バ
リ
ュ
ー
か
が
み
の

【
行
政
相
談
委
員
】

◆
植
村
千
里
（
土
佐
山
田
町
）

◆
岡
﨑
千
佳
（
香
北
町
）

◆　

内
一
秀
（
物
部
町
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】
高
知
行
政

監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８
・
８
２
４
・
４
１
０
０

１２Kami
２０２４年１０月号

期間入札による不動産公売のお知らせ期間入札による不動産公売のお知らせ期間入札による不動産公売のお知らせ期間入札による不動産公売のお知らせ
南国・香南・香美租税債権管理機構・高松国税局による不動産の合同公売を行います。

期間入札による不動産公売のお知らせ

公売とは、滞納税等に充てるために、差し押さえた財産を売却することです。滞納を解消し、行政サ

ービスを支える財源を確保するためにも、多くの方のご参加をお待ちしています。

◆入札期間 １１月６日（水）８時３０分 ～１１月１２日（火）１７時

◆入札場所 【郵送入札】機構物件は南国機構あて、国税物件は高松国税局徴収部あてに郵送

　　　　　 【窓口入札】機構物件は南国市、香南市、香美市、南国機構の入札窓口へ持参

　　　　　 　　　　　　国税物件は高松国税局６階入札窓口へ持参

◆公売保証金納付期限　　入札しようとするときまで（高松国税局は１１月１２日（火）１４時まで）
　　　　　　　　　　　　※ 機構物件は南国機構の指定口座への振込み、または機構窓口での払込み

　　　　　　　　　　　　※ 国税物件は高松国税局の指定口座への振込み、または入札窓口での払込み

◆開札日時　　　　　　　１１月１４日（木）１０時

◆買受代金の納付期限　　１２月５日（木）１４時

◆入札に必要な主な書類 ・陳述書等（暴力団員等ではない旨の申立て）

　　　　　　　　　　　　・身分証明書（運転免許証等）の写し

　　　　　　　　　　　　・代理人の場合は委任状（法人の代表者以外が入札する場合を含む）

　　　　　　　　　　　　・法人の場合は商業登記簿登記事項証明書（発行後３カ月以内のもの）

　　　　　　　　　　　　・〔南国機構のみ〕公売保証金納付申出書兼返還請求書

　　　　　　　　　　　　・〔高松国税局のみ〕公売保証金振込通知書兼払渡請求書
　　　　　　　　　　　　※ 必要書類は、各執行機関のホームページで取得できます

　　　　　　　　　　　　※ 必要書類は、入札書とともに提出用封筒に入れて密封し、提出してください

◆現地案内 公売の現地案内は個別に対応します。ご希望の場合は、各執行機関にご連絡ください。

◆物件情報 公売物件の情報や必要書類については、各執行機関のホームページでご確認できます。

【問い合わせ先】

● 南国・香南・香美租税債権管理機構

☎０８８－８５５－６７７６

　 http://www.union.nankoku-kikou.lg.jp

● 高松国税局

☎０８７－８３１－３１１１

　 https://www.koubai.nta.go.jp

動産等の合同窓口公売会開催のお知らせ
　毎年、高知県内外の自治体が合同で開催している合同窓口公売会の開催日程が決まりましたので、概

要をお知らせします。今回の公売会では、滞納税に充てるために差し押さえた財産以外にも、各市町村

などで不要となった公有財産なども対象にしています。税収・ 財源の確保のために多くの皆さんの参

加をお待ちしています。 ◆入札場所　

・県内各市町村税務担当窓口(全３４市町村)

・県内各租税債権管理機構(安芸、南国、高幡、幡多)

・県内各県税事務所(安芸、中央東、中央西、須崎、幡多)

・WEB上で指定する公売サイト

【問い合わせ先】　☎０８８７－３５－６０８８

　こうちこうばいぷろじぇくと運営事務局

　（安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構）

※入札期間中以外の時間帯はアクセス
　できませんので、ご注意ください。

◆入札期間 １０月１５日（火）～ ２１日（月）

◆受付時間　

　・窓口入札…入札期間中の 8 時 30 分～17 時

　　　　　　（土日除く開庁時間内）

　・インターネット入札…

　　入札期間中の 0 時 00 分～23 時 59 分 

◆物品等の情報

　１０月上旬ごろに運営事務局のホームページ

　などで発表します。
▼

 公売サイト


